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令 和 ４ 年 ６ 月 １ 日 

 

関西電力株式会社 

執行役社長 森本 孝 殿 

 

                      原子力規制委員会 

 

 

原子力規制検査の結果に基づく総合的な評定の通知について 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第

６１条の２の２第７項の規定に基づく総合的な評定について、同条第９項の規定に基づき、

別紙のとおり結果を通知します。 
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別紙 

関西電力株式会社美浜発電所１号機、２号機 

令和３年度 原子力規制検査の総合的な評定について 

 

令和３年度に原子力規制庁が関西電力株式会社美浜発電所１号機、２号機において実

施した原子力規制検査の結果に関して、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関

する法律第６１条の２の２第７項に基づく総合的な評定は以下のとおりである。 

なお、当該施設に対しては、平成２９年４月に廃止措置計画が認可されている。 

 

１．令和３年度 原子力規制検査等の結果 

原子力規制庁は、令和３年度において事業者の安全活動に関して基本検査を実施し

た。その結果は以下のとおりである。 

 

（１）原子力規制検査の結果 

基本検査を実施し、検査指摘事項は確認されなかった。 

 

（２）安全実績指標の結果 

安全実績指標について、評価対象となった項目は年間を通じて「緑」の状態であ

った。 

 

（３）その他事項 

なし 

 

２．総合的な評定 

令和３年度においては、検査指摘事項が確認されず、安全実績指標は年間を通じて

「緑」であった。 

また、各監視領域での活動目的の達成に向けた改善活動には、特段の問題は確認さ

れなかった。 

対応区分は年間を通じて第１区分であり、各監視領域における活動目的を満足して

おり、パフォーマンスの劣化が生じても自律的な改善が見込める状態であると評価す

る。 

 

３．次年度以降の検査計画 

令和４年度の原子力規制検査は、令和３年度を通じて対応区分が第１区分であるこ

とから、引き続き第１区分とし、基本検査を行うこととする。 

検査計画については、以下の原子力規制委員会ホームページを参照。 

 

○検査計画一覧

https://www2.nsr.go.jp/activity/regulation/kiseikensa/joukyou/plan_ichiran.html
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別紙 

関西電力株式会社美浜発電所３号機 

令和３年度 原子力規制検査の総合的な評定について 

 

令和３年度に原子力規制庁が関西電力株式会社美浜発電所３号機において実施した原

子力規制検査の結果に関して、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

第６１条の２の２第７項に基づく総合的な評定は以下のとおりである。 

 

１．令和３年度 原子力規制検査等の結果 

原子力規制庁は、令和３年度において事業者の安全活動に関して基本検査を実施し

た。その結果は以下のとおりである。 

 

（１）原子力規制検査の結果 

基本検査を実施し、以下の検査指摘事項４件が確認された。 

 

○美浜発電所３号機 タービン動補助給水ポンプの不適切な保全による待機除外

（緑、ＳＬⅣ（通知なし））【第２四半期】 

定期検査中の３号機において、タービン動補助給水ポンプによる蒸気発生器へ

の実注入試験を行っていたところ、ポンプ入口ストレーナにスラッジが蓄積して

ストレーナ差圧が上昇したため、当該ポンプを停止させ、待機除外とした。 

 

○美浜発電所３号機 格納容器貫通部エリアにおける煙感知器の不適切な箇所へ

の設置（緑、ＳＬⅣ（通知なし））【第３四半期】 

運転中の美浜発電所３号機において、格納容器貫通部エリアにおいて、ケーブ

ルトレイが耐火シートで天井まで覆われ、はりが設けられているような状態とな

っており、そこから０.６m 以上必要なところ、約０.２m の位置に煙感知器が設

置されていることを検査官が確認した。 

○美浜発電所３号機 １時間耐火能力が要求される電動補助給水ポンプにおける

ケーブルの系統分離不備（緑、ＳＬⅣ（通知なし））【第３四半期】 

定期事業者検査中の美浜発電所３号機において、Ａ系電動補助給水ポンプの

動力ケーブルを収納している電線管とケーブルトレイの間は１時間耐火パテが

施されていたが、一部、十数センチにわたって耐火パテがなく内部の難燃シー

トが露出しており、系統分離が適切になされていない状態であることを検査官

が確認した。 

 

○美浜発電所３号機 不十分な調達管理によるＡ－非常用ディーゼル発電機定期

試験中における自動停止（緑、ＳＬⅣ（通知なし））【第４四半期】 

  定期試験のため２台ある非常用ディーゼル発電機（以下「Ｄ／Ｇ」という。）

のうちＡ－Ｄ/Ｇを起動した際、中央制御室に「Ａディーゼル発電機トリップ」

警報が発信し、自動停止したため、事業者は運転上の制限を満足していないと

判断した。 



2 

 

事業者は、当初偶発事象と判断したものの、同様の事象が高浜発電所２号機

においても確認されたことから、事業者が追加で原因調査した結果、安全系電

源母線切替え操作に伴い、Ｄ／Ｇが停止中にもかかわらず、自動同期併入装置

が作動して、調速装置の速度設定値が増加することが確認された。この速度設

定値増加は、上流側の設計要求がシーケンス図に反映されなかったことによる

ものと判明した。 

 

（２）安全実績指標の結果 

安全実績指標について、評価対象となった項目は年間を通じて「緑」の状態であ

った。 

 

（３）その他事項 

以下の事象については、検査を継続中である。 

○美浜発電所３号機 電動補助給水ポンプエリアにおける補助給水機能に係る電

線管等の系統分離の不備 

 

２．総合的な評定 

令和３年度においては、検査指摘事項４件が確認されたが、重要度「緑」及び深刻

度「ＳＬⅣ」であり、安全実績指標は年間を通じて「緑」であった。 

また、各監視領域での活動目的の達成に向けた改善活動には、検査指摘事項の是正

活動も含めて、特段の問題は確認されなかった。 

対応区分は年間を通じて第１区分であり、各監視領域における活動目的は満足して

おり、パフォーマンスの劣化が生じても自律的な改善が見込める状態であると評価す

る。 

 

３．次年度以降の検査計画 

令和４年度の原子力規制検査は、令和３年度を通じて対応区分が第１区分であるこ

とから、引き続き第１区分とし、基本検査を行うこととする。 

検査計画については、以下の原子力規制委員会ホームページを参照。 

 

○検査計画一覧

https://www2.nsr.go.jp/activity/regulation/kiseikensa/joukyou/plan_ichiran.html


